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「総合計画」は、地方自治法第 2 条第 4 項で定められた、「長期的な展望の下で、

総合的かつ計画的な島づくりを進める指針」となるものです。 

宮古島市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」から構成されます。 

 

◆基本構想 

島づくりの理念と目指すべき将来像を定め、それを実現するための島づくりの

基本目標や施策の大綱を示し、計画的、総合的な島づくりの推進を図るための計

画です。 

 

◆基本計画 

基本構想を実現するための分野ごとの方針及び島づくりの主要な施策や達成す

べき目標を、社会情勢の変化等に的確に対応するため、前期・後期の 5 年ずつに

分けて計画します。 

 

◆実施計画 

基本計画で定められた施策のもとで、施策を具体化するための事業の内容やス

ケジュールを定めた年次計画です。 

 

 

実 施 計 画

平成23年度

基 本 構 想

基 本 計 画

実施計画は毎年見
直しを行います

平成19年度 平成28年度

10 年

前期計画５年 後期計画５年

4年

３年

３年

 

 

 

 

「総合計画」って、なんだろう？ １
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 宮古島市は、３つの基本理念「住む人が健康で、安心・安全な美しい誇れる島づく
り」・「交流と連携による活力あふれる元気な島づくり」・「地域の特性が活かされ、心

のかよう結いの島づくり」と「こころつなぐ 結
ゆ

いの島 宮古
みゃーく

」～みんなでつくる 元
気で誇れる島づくり～を将来像に掲げています。 
 将来像の実現にむけて、基本理念を踏まえた６つの基本目標と 32 項目からなる基
本的な政策課題を施策の大綱として定め、取り組んでいきます。 
 
 

 

 

◆住む人が健康で、安心・安全な美しい誇れる島づくり 

島の魅力をより一層向上させるためには、そこに住む人が島に誇りや愛着を持つ

ことが重要です。そのために生命と生活にかけがえのない地下水を保全し、緑と豊

かな地力を育み、サンゴの海を守ります。そして、住民と行政の協働でごみのない

美しい島づくりや循環型社会の構築を進めます。 

次代を担う子ども達を安心して育てられ、誰もが健やかに活き活きと暮らすこと

のできる、住民相互が支え合い、いつくしみ合う生活環境づくりを進めます。 

 

◆交流と連携による活力あふれる元気な島づくり 

宮古の地理的条件や自然、歴史、文化などの地域の特性を活かした農林水産業、

観光商工業の振興を図り、住民が元気で働き、活力あふれる島づくりを進めます。

また、地域間交流やスポーツアイランドとしての国際交流により活力を創造します。 

そして、花と緑あふれる美しい島づくりに努めます。 

 

◆地域の特性が活かされ、心のかよう結いの島づくり 

人と人とのつながりや隣接地域も互いに手を取り合いながら「結い」の精神で支

えあうなど、心と心が通い合う島づくりを進めます。そのため、時代に応じた相互

扶助の仕組みを構築するとともに、地域内どこに住んでいても平等で暮らしやすい

島づくりを実現します。 

地域の住民が主体的に地域固有の歴史や自然、文化を大切にして、その魅力ある

個性、特色を活かした島づくりを進めます。また、各地域の地理的特性にも充分に

配慮し、もてなしの心を大切にする島づくりを進めます。   

 

 

 

 

「宮古島市」は、どのような島づくりを目指しているの？ ２

島づくりの基本理念 
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こころつなぐ 結
ゆ

いの島  宮古
みゃーく

 
～みんなでつくる 元気で誇れる島づくり～ 

 

 

 

 
 

 

「こころつなぐ結いの島」は、ひともまちも美しい海や空も、本市を形づくるすべ

てがつながりを持ち、将来にわたっていつまでも、心が通い合う島を創りあげてい

くことを表しています。すなわち、相互扶助の精神を大切にし、互いに手をとりあ

って、みんなで力を合わせて支え合いながら発展していく島づくりを実行する、と

いう願いを表しています。 

「みんなでつくる」は、住民一人ひとりが島づくりの主役になった、住民本位の島、

また、住民一人ひとりが島の一員であることを実感できる連帯感のある島を創りあ

げていくことを表しています。 

「元気で誇れる」は、本市の特性を活かしながら、住民だれもが誇りや愛着を感

じることができ、人もまちも自然もともに健康で共生できる楽しい島でありたいと

いう願いを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来像（島づくりのテーマ） 

住む人が健康で、安心・安全
な美しい誇れる島づくり 

地域の特性が活かされ、心の
かよう結いの島づくり 

交流と連携による活力あふれ
る元気な島づくり 

こころつなぐ 結
ゆ

いの島  宮古
みゃーく

 
～みんなでつくる 元気で誇れる島づくり～ 
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55,429

54,326

52,420

53,324
53,493

54,249

50千人

51千人

52千人

53千人

54千人

55千人

56千人

57千人

58千人

59千人

60千人

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）

 

 

 

将来像を踏まえ、次の６つの島づくりの基本目標を設定し、取り組んでまいります。 

 
◆ 地下水に配慮した資源循環型社会、花と緑であふれる島 
◆ 明日に夢をつなぐ活力と多彩な交流によるにぎわいのある島 
◆ 個性豊かな文化をはぐくみ、一人ひとりが輝く島 
◆ 笑顔とふれあいで、ともに支えあう健康福祉の島 
◆ 快適な暮らしを支える生活基盤の整った島 
◆ 住民と行政の協働による自立した島 

 

 

 

 

平成 28 年における将来人口を“５万３千人”と想定します。 

平成 17 年（国勢調査）における本市の総人口は 53,493 人で、平成 27 年（国

勢調査）では、52,420 人と推計されます。 

本市は、既存の人口定着に向けた各種施策を積極的に推進し、既存の産業基盤の

強化や子育て支援策等をはじめとする定住促進環境の整備を重点的に行うことによ

り、人口減少を抑制し、人口増加を促進するとともに、観光と連携した産業施策の

展開等により、交流人口の拡大を図ります。 

 

 

人口実績と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来人口 

島づくりの基本目標 
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土地は限られた貴重な資源であり、将来にわたり市民生活や生産活動等のあらゆ

る活動の基盤となるものです。 

本市では、次の８つの用地毎の方針を定め、長期的かつ総合的な視点に立ち、市

全体の均衡ある持続的発展を見据えた土地利用を図ります。 

また、魅力ある島づくりに向け、それぞれの地域の特性を活かすとともに、自然

環境との調和を図りつつ、自然的・社会的・経済的・文化的条件などに配慮し、総

合的かつ計画的な土地利用を推進します。 

なお、土地利用の詳細な計画については、「第 1 次 宮古島市国土利用計画」で示

しております。 

 

 

①住宅地 

都市基盤の整備や快適な居住環境の保全・創出に配慮しながら、計画的な住宅

地の形成に努めます。 

 

②商業地 

商業集積の高度化・魅力向上、雇用の場の創出などにより市民全体の利便性を

高め、暮らしの質的向上に努めます。 

 

③農漁村集落地 

周辺の自然環境や農漁業環境との調和を図りつつ、集落住民の豊かな暮らしや

営みを保全・維持していくため、居住環境の向上に努めます。 

 

④工業地 

既存の工業地は、生産機能の維持に努めるとともに、周辺環境との調和を図り、

良好な環境の維持に努めます。 

 

⑤農用地 

農業の振興を図るため、農用地及び防風林を整備・保全します。また、農用地

の流動化による集積を図り、遊休農用地の解消に努めます。 

農用地の大規模な転用が予想される地区においては、土地利用の方針を明らか

にし、土地利用の調整を図ります。 

 

 

 

 

土地利用の基本方針 
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⑥森林・緑地 

森林・緑地は、貴重な生態系の生息の場であり、島に潤いをもたらすとともに、

水源涵養や市土の保全などの公益的な役割を担っており、森林・緑地の保全を図

ります。また、自然体験や観光レクリエーションの場としての保全・活用を進め

ます。 

 

⑦海岸 

海岸部は、養殖場や漁港など水産業の場、ビーチなど海浜レクリエーションの

場として利用されており、今後も産業面、観光面での活用を図るとともに、海岸

の保全及び防潮林の整備、環境美化を進めます。 

 

⑧海岸リゾート地 

宮古島の自然環境・周辺環境との調和はもとより、自然、風土、伝統及び文化

資源を保全し活用するとともに、観光客や市民との多様なふれあい、交流活動の

活性化を図ります。 
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かけがえのない地下水の保全 
◆ 地下水保全に対する周知啓発活動の強化

を図ります。 

◆ 計画的な公共的地下水利用を図り、「宮古

島市水道水源保護条例」、「宮古島市地下水

保護管理条例」の遵守に向け、周知啓発に

努めます。 

◆ 水源かん養林等の造成を進めます。 

◆ 有機質肥料の有効活用や化学肥料の適正

使用に努めます。 

◆ 各地域の特性に配慮した生活雑排水処

理対策を進めます。 

 

ごみのない美しい島づくりの推進 

◆ 「美
か

ぎ島
すま

」づくりに向けた意識の啓発及

びクリーン活動を推進します。 

◆ ごみ分別の周知徹底や資源ごみのリサイ

クルを推進し、ごみ減量化を図ります。ま

た、リサイクルシステムの構築を進め、限

りある資源の保全に努めます。 

◆ ごみ処理施設整備は、環境負荷の少ない

処理システムを導入し、資源リサイクルの

拠点としての整備を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美しい海、海岸等の保全 
◆ 海の保全に向けたマナー向上など意識啓

発を図ります。 

◆ 市民が主体となった清掃活動などの自然

環境保全活動を促進します。 

 

持続的発展に向けた新エネルギーの活用 
◆ 二酸化炭素削減に向けて、石油エネルギ

ーに変わる新エネルギーの研究開発を促進

するとともに、その有効活用について検討

します。 

 

 
 

花と緑の島づくりの推進 
◆ 花と緑に包まれた美しい環境づくりに向

けた実践活動を促進し、市民意識の高揚を

図ります。 

◆ 修景緑化の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野ごとの基本的な考え方 ３ 

地下水に配慮した循環型社会、花と緑であふれる島 
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島の発展を支える農林水産業の振興 
◆ 有機農業への取り組みを促進します。ま

た「地産地消」の考え方を基本とし、安全

で安心な農林水産業の推進に努めます。 

◆ 農水産物の直売所施設や加工施設の整備

充実を図り、観光産業と連携した販路開拓

やブランド化等を促進します。 

◆ 農業の担い手となる人材の確保や農業従

事者の意見を反映させる仕組みづくりと、

ほ場整備や農道整備など農業基盤の総合的

な整備に努めます。 

◆ グリーンツーリズムなどの体験型観光を

積極的に展開し、地域との交流機会の拡大

に努めます。 

◆ 漁場環境の保全や生産基盤の整備、資源

管理型漁業及び観光漁業への取り組みを強

化します。 

◆ 地下水保全型農業の実現に努め、誇りの

持てるふるさとづくりを進めます。 

 

 
 

地域の特性を活かした観光産業の振興 
◆ 美しい海、砂浜等の自然景観を保全・活

用し、民間活力による観光・海洋性健康リ

ゾート地の整備を促進します。 

◆ 宮古の伝統・歴史・文化、地域の営みな

どを観光資源として幅広くとらえ、ガイド

等の人材育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

スポーツアイランドの推進 
◆ 各種スポーツのキャンプ地としての受け

入れ体制の整備を進め、「スポーツアイラン

ド宮古島」を国内外に幅広くアピールし、

地域活性化を図ります。 

◆ 市民がスポーツを気軽に楽しむことがで

きる環境整備に努めます。 

 

多様な交流を促進する港の機能強化 

◆ 物流、交流及び観光拠点である港の機能

強化を図り、にぎわいのある港づくりに努

めます。 

◆ 空港利用者の利便性向上と航空機の安全

な運航を図るため、関係機関との連携を強

化します。 

◆ 下地島空港は、平和的利活用による地域

活力の創造に努めます。 

 

利便性の高い魅力ある商業の振興 
◆ 市民に親しまれ、活力ある商店街づくり

を進めます。 

◆ 飲食店を含めた店舗サービスの充実を図

るとともに、地元生産品の販路拡大など、

観光の振興と連動した商業活動を推進しま

す。 

◆ 相談体制の充実や各種支援制度の活用促

進を図るなど、後継者の確保や経営者の育

成に努めます。 

 

雇用を創出する産業振興 
◆ 農林水産・製造業等と観光産業とが連携

し、健康食品、健康サービス業、環境関連

業など新たな産業の創出に努めます。 

◆ 情報通信技術(ICT)を活用した地域特産

品の全国に向けた販路拡大など多様な商取

引を可能にするとともに、コールセンター

の誘致など情報化に対応した産業振興に取

り組みます。 

 

 

 

 

明日に夢をつなぐ活力と多彩な交流によるにぎわいのある
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豊かな心を育てる学校教育の充実 
◆ 宮古の文化・伝統を学ぶ機会の拡充や、

恵まれた自然を活用した体験学習、地域人

材を活用し、地域の特色を活かした多様な

教育内容の充実に努めます。 

◆ 計画的な学校施設の充実に努めます。 

◆ 児童生徒による国内外との交流事業を推

進します。 

◆ 教職員の研修体制の充実・強化に努め、

資質向上を図ります。 

   

家庭・学校・地域社会の連携で進める青少
年健全育成の推進 
◆ 青少年の交流機会やふれあい活動等を通

して健全育成に努めます。 

◆ 家庭、学校、地域、行政及び関係団体と

の連携を強化し、青少年を取り巻く環境浄

化などを進め、総合的な青少年の健全育成

を推進します。 

 

みんなで学ぶ生涯学習・生涯スポーツの充実 
◆ 多様化する学習ニーズに応じて「いつで

も」「どこでも」「だれでも」学べる生涯学

習の推進に努めます。 

◆ 市民それぞれの体力や年齢、目的に応じ

て気軽にスポーツに親しむことができる環

境づくりに努めるとともに、各種スポーツ

活動の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

芸術文化の振興と文化財の保護、活用の推
進 
◆ 文化活動への市民参加を促進し、関係団

体の育成や連携強化に努めます。 

◆ 優れた芸術文化の鑑賞機会を拡充し、情

操の育成と創造性豊かな市民の芸術文化活

動の活性化を図ります。 

◆ 貴重な文化遺産の保存・継承及び文化財

の保護啓発と伝統的技術等の伝承に努めま

す。 

 

 
 

国際交流の推進 
◆ 国際姉妹・友好都市交流を積極的に推進

し、本市在住の外国人ネットワークの構築

を図ります。 

◆ 交流活動やボランティア活動等を通した

国際理解教育や平和教育を促進し、外国語

指導助手（ALT）を活用した実践的コミュ

ニケーション能力の育成に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個性豊かな文化をはぐくみ、一人ひとりが輝く島 
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子どもを産み、育てやすい環境づくり 
◆ 家庭、学校、地域社会の連携による地域

ぐるみの子育て支援の充実強化を図ります。 

◆ 乳幼児や児童の一時預りや相談体制の充

実など、親が安心してゆとりをもって子育

てができる環境づくりに努めます。 

◆ 多様化する保育ニーズに対応した保育内

容の質の向上を図り、幼児や児童が安心し

て遊べる場の確保に努めます。 

 

 
 

高齢者・障がい者が自立して暮らせる生活
支援の仕組みづくり 
◆ 高齢者が培ってきた生活の知恵や豊富な

子育て経験を世代間交流を通して伝えてい

くなど、社会に貢献している充実感が実感

できるような環境づくりを進めます。 

◆ 介護保険事業の円滑な推進や総合的な保

健・福祉の拠点整備を図ります。 

◆ 高齢者・障がい者が住み慣れた地域で、

家族と共に自立した生活ができるよう、日

常生活における支援サービスの充実を図り

ます。 

◆ ひとり暮らしの高齢者に対するケアの充

実に努め、地域ぐるみで相互に自立して共

に支え合う仕組みづくりを進めます。 

◆ 心身に障がいがあっても持てる能力を活

かして自立した生活の支援充実を図ります。 

◆ 社会参加や療育支援を促進し、障がい者

が地域で安心して暮らせる環境づくりや交

流活動の機会充実に努めます。 

 

 

 

人と人とのつながりで支える福祉の推進 
◆ 高齢者、障がい者の社会参加を支援する、

市民参加による地域ぐるみの福祉機能の向

上を図ります。 

◆ 行政と関係機関、市民が連携してネット

ワークづくりに努め、福祉サービスの充実

強化を図ります。 

 

健やかな生活を支える健康づくりの推進 
◆ 市民参加型のスポーツイベント等の創出

に努めます。 

◆ 生活習慣病や介護の予防等について、正

しい知識と健康づくりの手法を身につける

ことができるよう、地域ぐるみの自主的な

健康づくり活動を促進します。 

 

 
 

安心して暮らせる医療・救急体制の充実 
◆ どこに住んでいても一定の医療・救急サ

ービスが受けられるよう、医療・救急体制

の整備充実を図ります。 

◆ 休日・夜間救急診療所における一次救急

医療の確保に努めます。 

◆ 県立宮古病院の整備を支援し、各医療機

関とのネットワーク化及び専門医療や設備

の充実を進め、可能な限り高度な医療を受

けることができる医療体制の確立を図りま

す。 

◆ 地域情報通信ネットワークを整備し、医

療機関と連携して在宅医療や健康アドバイ

スを行う医療支援体制の強化を図ります。 

笑顔とふれあいで、ともに支えあう健康福祉の島 
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交通ネットワークの機能向上 
◆ 地域間の連携や地域の活性化に資する道

路・橋梁等の整備を推進します。 

◆ 幹線道路や生活道路の整備に加え、歩行

者や自転車が快適で安全に通行できる道路

の整備を進めます。 

 

快適な居住環境の形成 
◆ 高齢者や障がい者など、だれもが住みや

すい居住環境の整備を進めます。 

◆ 良好な市街地や集落地の形成、既成市街

地の居住環境の改善、都市防災機能の向上

や土地の有効利用の促進を図ります。 

◆ 公園など身近な憩いの場の整備充実や道

路緑化を図るとともに、県営公園の整備を

促進します。 

◆ 低廉で良質な水の安定供給を図るため、

老朽管の更新及び施設の改良を行うととも

に、需要水量の増加に伴う水道施設の整備

を図ります。 

◆ 環境に配慮したごみ処理施設と葬斎場の

整備を進めます。 

 

災害に強い島づくりの推進 
◆ 地域住民が主体的に防災活動を行う自主

防災組織の整備を図り、その育成・強化と

防災訓練の充実に努めます。 

◆ 要援護者情報と複数の避難支援者などを

まとめた「避難支援プラン」を作成するな

ど、災害に強い島づくりを推進します。 

 

 

 

 

 

安全で安心できる島づくりの推進 
◆ 防犯・事故防止の意識高揚を図り、地域

ぐるみで防犯、交通安全、水難事故防止等

の体制の充実を図ります。 

◆ 防犯灯や交通安全施設等の整備充実を図

り、誰もが安全で安心できる島づくりに努

めます。 

 
 

地域をつなぐ情報通信基盤の整備 
◆ 市全体を網羅した高度情報基盤の整備充

実を図ります。 

◆ 各種行政情報の提供に努め、インターネ

ットを利用した新たな市民交流、ＩＣＴ関

連企業の誘致と雇用の創出に努めます。 

◆ 電子自治体構築に向け検討します。 

 

Ｕ・Ｉターン等定住化対策の促進 
◆ 若者に魅力ある島づくりに努め、産業振

興による就労の安定と雇用の場の創出を図

り、島外へ移り住んだ地元住民がＵターン

しやすい環境づくりに努めます。 

◆ 新たな文化創造や地元住民の刺激につな

げるため、受け入れ体制の整備を進めます。 

 

快適な暮らしを支える生活基盤の整った島 
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地域の自治組織の設置や活動強化と市民
参加のまちづくりの推進 
◆ 自治会等の設置や活動の強化に努め、住

民参加やまちづくりに対する住民意識の高

揚を図ります。 

◆ 住民の権利・義務、行政や議会の責務な

どを定めた自治基本条例を住民協働のもと

策定します。 

◆ 各地域にまちづくり組織の設置を検討し

ます。 

◆ 情報提供や地域特性などを理解しながら、

新しいまちづくりに参画する場の提供、人

材育成、各種支援等を行います。 

◆ 美しいまちづくり運動をはじめとして、

市民のボランティア活動やＮＰＯ活動など、

地域における自主的で個性豊かな活動を促

進します。 

◆ 地域力を高め、活力ある地域づくりを推

進します。 

 

男女共同参画社会の形成 
◆ 従来の男女の固定的な役割分担を見直し、

性別にかかわらずお互いの個性と能力を尊

重しあう意識の啓発を進めます。 

◆ 就労及び子育て支援をはじめ、家庭生活

とその他の活動との両立支援など環境整備

に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報公開や広報・広聴活動の充実 
◆ 情報公開を推進し、個人情報の保護に努

めます。 

◆ 歴史資料として重要な公文書等の保存と

活用が将来にわたって保障されるように努

めます。 

◆ インターネットなど情報通信基盤の活用

による広報・広聴活動の充実を図ります。 

◆ 各種懇談会、公聴会及び住民意識調査の

実施などにより、住民ニーズの的確な把握

に努めます。 

 

計画的な行財政運営の推進 
◆ 最小の経費で最大の効果をあげることが

できるよう、簡素で効率的な行政体制を構

築します。 

◆ 施策の展開にあたっては、長期的な島づ

くりの展望に基づき、事務事業の選択と集

中を図り、計画的かつ効果的な行財政運営

に努めます。 

 

平和への取り組み 
◆ 平和事業を積極的に展開し、市民の平和

意識の向上に努めます。 

 

 

住民と行政の協働による自立した島 
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総合計画の体系図 

こ
こ
ろ
つ
な
ぐ 

結
い
の
島 

宮
古 

 

住む人が健康で、 
安心・安全な美し
い誇れる島づくり 

地域の特性が活か
され、心のかよう
結いの島づくり 

交流と連携による 
活力あふれる元気
な島づくり 

 
地下水に配慮した資源循環型社会、 

花と緑であふれる島 

 
明日に夢をつなぐ活力と 
多彩な交流によるにぎわいのある島 

 
快適な暮らしを支える 

生活基盤の整った島 

 
 

住民と行政の協働による自立した島 

 
個性豊かな文化をはぐくみ、 

一人ひとりが輝く島 

 
笑顔とふれあいで、 

ともに支えあう健康福祉の島 

基 本 理 念 将  来  像 基 本 目 標 
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１）かけがえのない地下水の保全 
２）ごみのない美しい島づくりの推進 
３）美しい海、海岸等の保全 
４）持続的発展に向けた新エネルギーの活用 
５）花と緑の島づくりの推進 

 
 

環境共生 

１）島の発展を支える農林水産業の振興 
２）地域の特性を活かした観光産業の振興 
３）スポーツアイランドの推進 
４）多様な交流を促進する港の機能強化 
５）利便性の高い魅力ある商業の振興 
６）雇用を創出する産業振興 

 
 
 

産業振興 

１）豊かな心を育てる学校教育の充実 
２）家庭・学校・地域社会の連携で進める 

青少年健全育成の推進 
３）みんなで学ぶ生涯学習・生涯スポーツの充実 
４）芸術文化の振興と文化財の保護、活用の推進 
５）国際交流の推進 

 
 
 

教育文化 

１）子どもを産み、育てやすい環境づくり 
２）高齢者・障がい者が自立して暮らせる 

生活支援の仕組みづくり 
３）人と人とのつながりで支える福祉の推進 
４）健やかな生活を支える健康づくりの推進 
５）安心して暮らせる医療・救急体制の充実 

 
 
 

健康福祉 

１）交通ネットワークの機能向上 
２）快適な居住環境の形成 
３）災害に強い島づくりの推進 
４）安全で安心できる島づくりの推進 
５）地域をつなぐ情報通信基盤の整備 
６）Ｕ・Ｉターン等定住化対策の促進 
 

 
 
 

生活環境 

１）地域の自治組織の設置や活動強化と 
市民参加のまちづくりの推進 

２）男女共同参画社会の形成 
３）情報公開や広報・広聴活動の充実 
４）計画的な行財政運営の推進 
５）平和への取り組み 
 

 
 

住民自治 
行 財 政 
改  革 
 

島づくりの施策 




